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矢
　
　
野
　
　
　
　
　
聡

１
．
は
じ
め
に

若
き
大
河
内
一
男
が
は
じ
め
て
東
京
大
学
経
済
学
部
の
紀
要
に
発
表
し
た
論
文
の
題
は
「
政
策
家
と
し
て
の
マ
ル
サ
ス
（
１
）

」
で
あ
っ
た
。

そ
の
内
容
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
興
隆
期
の
過
剰
人
口
を
一
八
三
四
年
の
新
救
貧
法
と
の
関
連
で
と
ら
え
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
論
文
に
つ
い
て
そ
の
後
、
大
河
内
一
男
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
マ
ル
サ
ス
に
関
す
る
問
題
は
、
一
応
そ
こ
で
断
ち

切
れ
て
い
ま
す
。
プ
ー
ア
・
ロ
ー
を
入
念
に
や
ろ
う
と
い
う
意
図
は
中
断
さ
れ
な
い
で
、
そ
の
後
も
文
献
そ
の
他
の
蒐
集
は
や
っ
て
い
ま

し
た
」。
そ
の
理
由
と
し
て
「
一
八
世
紀
に
お
け
る
『
貧
民
』
問
題
、
そ
の
中
か
ら
ど
う
や
っ
て
近
代
的
な
賃
労
働
が
作
り
上
げ
ら
れ
る

の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
に
対
し
て
長
い
歴
史
を
持
つ
プ
ー
ア
・
ロ
ー
は
ど
ん
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
そ
れ
を
や
っ
て
み
た

か
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
労
働
力
の
原
資
蓄
積
と
の
関
係
で
プ
ー
ア
・
ロ
ー
や
こ
れ
に
関
連
す
る
当
時
の
労
働
政
策
を
検
討
し
た
か
っ

論
　
説

一
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二
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た
の
で
す
。
そ
の
大
詰
め
は
一
八
三
四
年
の
プ
ー
ア
・
ロ
ー
の
改
正
で
あ
り
、
マ
ル
サ
ス
は
そ
の
改
正
法
の
思
想
的
指
導
者
だ
と
い
っ
て

よ
か
っ
た
の
で
す
（
２
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
今
日
、
わ
が
国
の
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
研
究
の
分
析
は
、
彼
が
指
摘
し
た
当
時
の
水
準
に
比
べ
て
だ

い
ぶ
進
ん
で
い
る
。
大
河
内
の
新
救
貧
法
に
関
す
る
見
解
を
こ
こ
で
吟
味
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
戦
前
の
時
代
に
お
け
る
彼
の
救
貧
法

研
究
に
対
す
る
視
点
の
鋭
さ
と
そ
の
直
感
の
正
し
さ
は
、
輝
き
を
放
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
初
め
に
経
済
史
的
な
分
析
視
点
と
し
て
、

大
河
内
一
男
が
把
握
し
た
マ
ル
サ
ス
的
経
済
思
想
を
は
じ
め
と
す
る
救
貧
法
抑
制
論
が
新
救
貧
法
の
原
理
に
連
な
る
思
想
に
与
え
た
影
響

に
つ
い
て
、
従
来
に
お
け
る
わ
が
国
の
研
究
水
準
か
ら
分
析
、
考
察
が
不
十
分
で
あ
っ
た
部
分
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
次
に
、

こ
う
し
て
得
ら
れ
た
事
実
と
同
じ
重
要
さ
で
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
救
援
抑
制
原
理
とright to relief

及

び
最
低
生
活
原
理
の
基
礎
概
念
の
所
在
と
法
的
役
割
の
関
係
、
と
い
う
複
雑
な
諸
点
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
た
い
と
考
え
る
。

社
会
政
策
学
の
分
野
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
研
究
は
、
一
九
八
六
年
の
大
沢
真
理
の
業
績
（
３
）

以
降
実
質
的
に
進
ん
で
い
な
い
と
は
い

え
、
今
日
で
も
そ
の
重
要
さ
を
決
し
て
失
っ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
今
日
の
日
本
に
お
け
る
賃
労
働
の
あ
り
方
と
最
低

生
活
保
障
の
分
析
の
観
点
か
ら
、
原
初
形
態
を
探
る
う
え
で
得
ら
れ
る
べ
き
知
見
は
豊
富
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
４
）

。
本
稿
は
、

多
方
面
か
ら
の
分
析
が
可
能
な
新
救
貧
法
の
研
究
の
中
か
ら
、
そ
の
原
理
と
呼
ば
れ
る
考
え
方
が
発
生
し
た
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
を
通

じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
研
究
の
新
た
な
地
平
を
示
す
こ
と
を
目
標
と
し
た
。
こ
の
視
点
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は

ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
・
テ
ス
ト
の
原
則
（
院
外
救
済
の
廃
止
）
と
劣
等
処
遇
の
原
則
が
発
生
し
た
根
拠
、
お
よ
び
中
央
集
権
行
政
を
導
く
理
論
的

根
拠
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
大
沢
真
理
も
こ
だ
わ
っ
たright to relief

の
発
生
と
展
開
、
す
な
わ
ち
法
制
度
に
内
在
す
る
社

会
保
障
思
想
の
考
察
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
分
野
で
際
立
っ
た
業
績
と
い
わ
れ
る
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
歴
史
観
と
そ
の
政
治
性
か
ら
離
れ
て
、

当
時
の
救
援
抑
制
と
最
低
生
活
保
障
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
（
５
）

。

二
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２
．
新
救
貧
法
原
理
の
基
礎
と
な
っ
た
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
改
革
者
た
ち

一
九
世
紀
の
新
救
貧
法
が
行
政
制
度
の
改
革
と
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
収
容
に
よ
っ
て
近
代
の
貧
民
処
遇
、
と
り
わ
け
労
働
者
階
級
及
び
生
活

困
窮
者
の
処
遇
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
い
ま
さ
ら
説
明
す
る
迄
も
な
い
。
社
会
保
障
・
社
会
福
祉
の
歴
史
を
取
り
扱
う
教
科
書
に

は
ほ
ぼ
必
ず
紹
介
さ
れ
、
こ
の
分
野
で
新
救
貧
法
の
原
理
を
知
ら
ぬ
者
は
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
一
九
三
四
年
に
ま
と
め

ら
れ
た
王
立
委
員
会
の
報
告
書
と
、
同
年
に
議
会
で
成
立
し
た
法
律
の
条
文
に
よ
る
と
、
こ
の
新
救
貧
法
の
原
則
は
、
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。

⑴　

自
律
的
で
非
効
率
な
救
貧
法
行
政
を
効
率
化
さ
せ
る
た
め
に
、
中
央
集
権
的
な
近
代
行
政
制
度
の
下
で
新
し
い
救
貧
行
政
を
行
う
。

⑵　

在
宅
で
給
付
さ
れ
る
院
外
救
済
を
廃
止
し
、
生
活
に
困
窮
し
た
有
能
貧
民
は
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
収
容
す
る
〈
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
・

テ
ス
ト
の
原
則
〉。

⑶　

ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
救
済
の
基
準
は
、
施
設
救
済
に
頼
ら
ず
に
最
低
生
活
の
状
態
で
自
活
し
て
い
る
労
働
者
の
生
活
状
態
よ
り
も
上

回
っ
て
は
い
け
な
い
〈
劣
等
処
遇
の
原
則
〉。

ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
著
述
に
よ
れ
ば
、
新
救
貧
法
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
革
命
的
な
立
法
と
呼
ば
れ
、
一
八
三
二
─
一
八
三
四

年
の
王
立
委
員
会
に
よ
る
議
論
（
６
）

で
は
、
過
去
に
お
い
て
救
貧
法
の
運
用
実
態
に
つ
い
て
政
府
が
行
っ
た
こ
と
の
な
い
全
国
的
な
調
査
と
そ

の
調
査
結
果
を
基
礎
に
し
た
（
７
）

。
し
か
し
、
実
態
に
即
し
た
と
は
い
え
、
当
時
の
ロ
ン
ド
ン
の
経
済
学
思
想
、
政
治
思
想
と
が
入
り
混

じ
っ
て
、
恣
意
的
な
解
釈
が
入
り
込
む
余
地
を
残
し
た
。
全
国
の
調
査
も
実
際
に
機
能
し
て
い
た
救
貧
法
行
政
と
は
、
か
け
離
れ
た
場
合

も
あ
り
、
失
業
者
や
労
働
者
の
生
活
水
準
に
関
す
る
十
分
な
分
析
が
な
さ
れ
た
と
は
言
い
難
か
っ
た
（
８
）

。
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後

三
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イ
ギ
リ
ス
で
論
争
も
あ
っ
た
が
、
今
日
の
学
会
で
は
事
例
の
取
り
上
げ
方
、
統
計
処
理
の
方
法
等
に
不
十
分
さ
が
あ
っ
た
こ
と
は
定
説
と

な
っ
て
い
る
（
９
）

。
す
な
わ
ち
経
済
思
想
で
は
、
ジ
ョ
セ
フ
・
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
（Joseph T

ow
nsend

）
の
貧
民
観
（
10
）

や
マ
ル
サ
ス
、
そ
し
て
リ

カ
ー
ド
ゥ
等
の
、
賃
金
基
金
説
を
唱
え
る
経
済
学
者
に
よ
る
「
貧
民
抑
圧
政
策
」
お
よ
び
こ
の
原
理
の
確
立
を
促
す
経
済
思
想
、
ま
た
政

治
思
想
、
法
哲
学
思
想
に
は
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
（Jerem

y B
entham

）
が
あ
り
、
ベ
ン
サ
ム
の
弟
子
に
よ
っ
て
救
貧
法
改
正
が
指

導
さ
れ
た
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

こ
の
一
八
三
四
年
報
告
の
原
型
と
な
っ
た
も
の
が
、
一
八
三
二
年
報
告
で
あ
っ
て
、
こ
の
報
告
の
基
調
の
ほ
と
ん
ど
を
担
当
し
た
の
は

ベ
ン
サ
マ
イ
ト
で
あ
り
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
教
授
で
あ
っ
た
ナ
ッ
ソ
ウ
・
シ
ー
ニ
ア
（N

assau S
enior

）
と
、
ベ
ン
サ
マ
イ
ト
と
し
て

さ
ら
に
有
名
な
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
（E

dw
in C

hadw
ick

）
の
手
に
よ
る
。
一
八
三
二
年
報
告
の
概
要
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

⑴　

エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
は
非
効
率
で
高
く
つ
い
て
い
る
。

⑵　

院
外
救
済
制
度
は
、
怠
惰
を
助
長
す
る
。

⑶　

チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
は
、「
貧
困
（poverty
）
者
」
と
「
生
活
困
窮
（indigence

）
者
」
を
区
分
し
た
。

⑷　
「
生
活
困
窮
者
」
の
み
が
、
救
済
の
資
格
が
あ
る
。

⑸　

救
済
に
関
し
て
、
こ
れ
以
上
の
金
銭
の
支
出
は
で
き
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
よ
る
慈
善
事
業
が
行
わ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

⑹　

ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
状
態
は
、
こ
れ
を
選
ん
だ
人
々
の
誰
も
が
失
望
す
る
ぐ
ら
い
厳
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
を
行

お
う
と
す
る
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
は
、
最
低
の
賃
金
を
受
給
す
る
労
働
者
（low

est-paid labourer

）
よ
り
も
悪
い
状
態
で
あ
る
べ
き
で
あ

る
。

四
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ナ
ッ
ソ
ウ
・
シ
ー
ニ
ア
は
、
報
告
が
事
例
を
収
集
す
る
前
か
ら
、
彼
の
持
論
で
あ
っ
た
自
由
放
任
主
義
、
救
貧
行
政
の
是
正
、
そ
し
て

ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
制
度
な
ど
、
院
外
救
済
の
廃
止
を
唱
え
て
い
た
。
一
方
、
地
方
の
調
査
事
例
か
ら
論
を
進
め
た
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
の

確
信
に
近
い
主
張
に
深
い
影
響
を
与
え
た
の
は
、
ニ
コ
ル
ズ
（G

eorge N
icholls

）
の
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
、
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
地
区

の
救
貧
行
政
の
実
際
を
基
に
し
た
思
想
の
表
明
で
あ
る
。
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
の
事
例
を
全
国
的
に
紹
介
し
た
ニ
コ
ル
ズ
は
、
一
八
二
〇
年
代

か
ら
王
立
委
員
会
の
注
目
を
集
め
る
よ
う
な
論
文
及
び
書
簡
を
多
く
出
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
彼
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
い
が
、
彼
独

特
の
用
語
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
は
、
院
外
救
済
の
廃
止
に
よ
っ
て
救
貧
税
負
担
を
軽
減
化
し
、
救
済
が

ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
内
で
行
う
政
策
と
し
て
「
非
窮
乏
化
（depauperised

）」
を
提
唱
し
て
い
た
。
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
収
容
の
内
容
は
、
最
低
限

の
医
療
と
食
物
の
供
給
の
ほ
か
は
、
ほ
ぼ
物
的
援
助
を
与
え
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
伴
う
「
劣
等
処
遇
（less 

eligibility

）」
も
ま
た
、
ニ
コ
ル
ズ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
い
が
、
彼
の
こ
の
原
則
の
提
唱
が
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
を
刺
激
し
、
あ
た
か
も

彼
が
発
案
し
て
原
理
と
な
っ
た
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
以
下
に
証
明
す
る
よ
う
に
、
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
が
王
立
委
員
会

報
告
に
お
い
て
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
の
成
功
事
例
を
新
救
貧
法
の
原
則
と
し
て
採
用
し
、
こ
れ
を
全
国
的
な
仕
組
み
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
述
べ
た
新
救
貧
法
の
原
則
は
、
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
救
貧
法
行
政
効
率
の
成
功
体
験
に
よ
る
事
例
か
ら
裏
付
け
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
れ
を
教
区
の
成
功
体
験
と
し
て
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
は
、
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
救
貧
法
行
政
に
直
接
従

事
し
た
者
た
ち
の
報
告
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
著
作
で
は
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
研
究
に
お

い
て
、「
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
改
革
者
」
と
い
う
名
称
を
用
い
て
、
新
救
貧
法
と
の
影
響
を
強
く
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
は
、
マ
ー

シ
ャ
ル
（J. D

. M
arshall

）
が
発
表
し
た
一
九
六
一
年
の
論
文
で
あ
る
（
11
）

。
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
る
と
、
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
改
革
者

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
代
表
者
の
数
は
四
人
で
あ
り
、
そ
の
筆
頭
が
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
ニ
コ
ル
ズ
で
あ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
の
所
論
に
従
っ

五
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て
、
四
人
の
人
物
と
主
張
し
た
論
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。

ニ
コ
ル
ズ
は
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、「
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
史
」
を
著
し
、
の
ち
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
出
向
い
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
救
貧

法
を
創
設
し
た
救
貧
法
の
専
門
家
で
あ
り
、
新
救
貧
法
成
立
後
は
一
八
三
四
年
救
貧
法
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
（P

L
C

）
の
代
表
の
一
人
に
就

任
し
た
。
ニ
コ
ル
ズ
が
救
貧
行
政
と
か
か
わ
り
を
持
つ
の
は
、
直
接
的
に
は
一
八
二
一
年
に
ビ
ー
チ
ャ
ー
（R

everend J. T
. B

echer

）
の

要
請
を
受
け
て
、
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
地
区
の
有
給
貧
民
監
督
官
に
な
っ
て
後
で
あ
る
が
、
一
八
一
九
年
に
彼
は
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
に
居
住
す
る

こ
と
に
な
っ
た
（
12
）

。
す
で
に
以
前
の
居
住
区
で
貯
蓄
銀
行
や
教
育
の
仕
事
を
通
じ
て
貧
困
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
ニ
コ
ル
ズ
は
、
救
貧
法

救
済
に
関
し
て
、
古
く
か
ら
の
居
住
者
が
救
貧
法
給
付
に
依
存
し
が
ち
で
あ
り
、
新
し
く
参
入
し
た
居
住
者
は
、
た
と
え
貧
し
く
な
っ
て

も
救
済
の
申
請
を
安
易
に
行
わ
な
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
た
。
ま
た
ニ
コ
ル
ズ
自
身
、
当
時
の
経
済
学
の
造
詣
が
深
く
、
彼
の

「
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
史
」
に
も
著
し
て
い
る
よ
う
に
、
景
気
変
動
に
よ
る
失
業
現
象
が
貧
民
の
困
窮
を
助
長
し
て
お
り
、
一
方
で
は
従
来

の
救
貧
法
救
済
シ
ス
テ
ム
が
、
貧
民
の
怠
惰
を
助
長
し
て
い
る
と
述
べ
た
（
13
）

。
同
年
か
ら
「
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
に
掲
載
さ

れ
た
彼
の
論
文
は
、
か
つ
て
外
国
航
路
の
船
長
と
し
て
の
経
歴
を
有
す
る
ニ
コ
ル
ズ
の
経
済
理
論
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
賃
金
は
労
働
者
階
級
の
生
活
状
態
を
規
定
す
る
も
の
だ
が
、
ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
制
度
等
の
救
貧

法
に
よ
る
賃
金
補
助
と
労
働
者
階
級
の
望
ま
し
か
ら
ざ
る
人
口
増
加
は
、
や
が
て
賃
金
基
金
の
一
部
を
慈
善
事
業
か
ら
も
調
達
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る
。
だ
が
こ
の
理
論
は
、
今
日
か
ら
み
れ
ば
当
時
マ
ル
サ
ス
等
が
唱
え
て
い
た
賃
金
基
金
説
と
人
口
増
大
説
か
ら
影
響
を

受
け
た
程
度
の
学
説
で
あ
り
、
経
済
学
史
的
に
注
目
す
る
ほ
ど
の
論
点
を
備
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
マ
ル
サ
ス
の
理
論
と
同
様

に
、
ニ
コ
ル
ズ
は
、
も
し
救
貧
法
が
改
革
さ
れ
な
け
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
の
生
活
は
悲
惨
な
状
態
に
な
り
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
国
家

の
運
営
基
盤
を
揺
る
が
す
と
い
う
悲
観
論
を
唱
え
た
。
こ
う
し
た
マ
ル
サ
ス
に
代
表
さ
れ
る
「
憂
鬱
な
科
学
」
と
し
て
の
経
済
学
の
視
点

六
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の
影
響
は
、
ほ
か
の
三
人
に
も
当
て
は
ま
っ
た
だ
け
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
で
救
貧
行
政
に
従
事
し
て
い
た
当
時
の
厳
格
な
治
安
判
事
や
貧

民
監
督
官
の
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
14
）

。
一
八
二
二
年
に
ニ
コ
ル
ズ
が
出
版
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
15
）

は
以
下
で
述
べ
る
他
の
三
人

が
開
拓
し
た
考
え
で
あ
っ
た
が
、
一
八
二
四
年
に
下
院
で
開
か
れ
た
「
労
働
者
の
賃
金
に
関
す
る
特
別
委
員
会
」
に
「
劣
等
処
遇
の
原

則
」
の
応
用
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

次
が
ビ
ー
チ
ャ
ー
で
あ
る
。
聖
職
者
で
あ
っ
た
彼
は
、
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
建
設
に
か
か
わ
り
、
当
時
と
し
て
は
画
期

的
な
収
容
構
造
の
斬
新
的
施
設
の
設
計
を
指
導
し
た
。
こ
う
し
て
作
っ
た
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
収
容
者
へ
の
、
従
来
に
比
べ
た
過
酷
な
処
遇

に
よ
る
効
率
的
行
政
が
、
救
貧
法
支
出
を
抑
制
で
き
る
こ
と
を
実
証
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
ビ
ー
チ
ャ
ー
は
、
一
八
一
六
年
以
来
、
四
季

合
同
裁
判
所
の
議
長
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
の
一
八
〇
二
年
か
ら
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
地
区
の
教
会
行
政
を
行
っ
て
い
た
。
聖
職
者
と
し

て
の
ビ
ー
チ
ャ
ー
は
、
一
七
九
三
年
か
ら
救
貧
法
行
政
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
ニ
コ
ル
ズ
を
サ
ウ
ス
ウ
ェ

ル
の
貧
民
監
督
官
と
し
て
迎
え
入
れ
た
の
も
ビ
ー
チ
ャ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
八
〇
六
年
に
「
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
の
上
院
に
対
す
る
報
告
」

を
提
出
し
た
。
そ
の
内
容
は
刑
務
所
の
改
革
で
あ
っ
て
、
厳
罰
的
で
あ
る
と
同
様
に
改
革
的
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
今
日
、
マ
イ
ケ

ル
・
ク
イ
ン
の
編
纂
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代
に
ベ
ン
サ
ム
が
行
っ
た
救
貧
法
改
革
の
提
言
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ビ
ー

チ
ャ
ー
は
明
ら
か
に
ベ
ン
サ
ム
の
所
論
に
強
い
影
響
を
受
け
て
い
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
一
八
一
八
年
に
彼
は
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
地
区
で

貯
蓄
銀
行
（saving bank

）
を
奨
励
す
る
責
任
者
と
し
て
活
動
し
た
。
こ
れ
は
、
当
時
ベ
ン
サ
ム
が
救
貧
法
の
改
革
を
唱
え
る
と
と
も
に

刑
務
所
の
改
革
を
唱
え
た
こ
と
、
お
よ
び
貯
蓄
銀
行
の
設
立
が
奨
励
さ
れ
た
こ
と
と
、
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
（
16
）

。
ま
た
当
時
発
表
さ
れ

て
い
た
マ
ル
サ
ス
の
「
人
口
論
」、
一
八
一
七
年
版
に
お
い
て
も
、
こ
の
活
動
が
奨
励
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ビ
ー
チ
ャ
ー
は
熱
心
な

マ
ル
サ
ス
主
義
者
で
あ
る
と
と
も
に
ベ
ン
サ
ム
主
義
者
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

七
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ビ
ー
チ
ャ
ー
と
ニ
コ
ル
ズ
が
、
救
援
抑
制
的
救
貧
法
の
思
想
に
関
し
て
互
い
に
影
響
を
受
け
あ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
当
初

マ
ル
サ
ス
的
な
「
救
貧
法
解
体
論
」
に
く
み
し
て
い
た
ビ
ー
チ
ャ
ー
の
議
論
は
、
次
第
に
救
貧
法
改
革
論
へ
と
進
ん
で
い
た
。
彼
の
著
書
、

「
ア
ン
チ
ポ
ー
パ
リ
ズ
ム
（
一
八
二
八
）」
の
趣
旨
は
、
非
効
率
で
し
か
も
そ
れ
が
恣
意
的
で
あ
る
よ
う
な
救
貧
行
政
の
効
率
化
と
、
施
設

内
収
容
者
の
「
最
低
生
活
」
を
、
自
分
が
所
轄
す
る
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
・
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
を
通
じ
て
改
善
、
効
率
化
で
き
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
入
所
を
厳
格
に
行
う
こ
と
で
、
入
所
者
の
管
理
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
居
住
者
の
生
活
を
限
り

な
く
「
最
低
」
に
近
づ
け
る
手
段
を
、
出
版
等
を
通
じ
て
オ
ー
プ
ン
に
提
供
し
た
。
さ
ら
に
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
収
容
者
の
類
型
化
を
も
と

に
し
た
抑
制
政
策
、
会
計
基
準
の
統
一
、
中
央
集
権
化
さ
れ
た
教
区
連
合
方
式
の
推
奨
、
さ
ら
に
は
「
罪
の
な
い
貧
者
（
17
）

」
の
た
め
の
コ

テ
ー
ジ
、
勤
労
の
た
め
の
小
さ
な
庭
、
在
宅
患
者
の
医
療
診
療
所
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
病
院
、
貯
蓄
銀
行
、
友
愛
組
合
、
ペ
ニ
ー
ク
ラ
ブ
、

自
由
学
校
、
自
由
図
書
館
等
の
奨
励
を
行
っ
た
（
18
）

。
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
原
則
」
と
「
劣
等
処
遇
原
則
」
の
起

源
と
な
る
ビ
ー
チ
ャ
ー
の
著
作
は
、
貧
困
が
個
人
の
責
任
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
独
善
的
な
ド
グ
マ
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
概
念
で
は
決

し
て
な
い
。
い
わ
ば
、
当
時
の
貧
民
の
「
最
低
生
活
」
は
ど
こ
に
置
か
れ
る
べ
き
か
、
さ
ら
に
そ
れ
は
当
時
の
労
働
者
の
賃
金
と
ど
う
異

な
る
の
か
、
に
つ
い
て
明
快
に
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
維
持
を
含
む
、
救
貧
法
行
政
の
合
理
的
指
南
書
と
し

て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
ビ
ー
チ
ャ
ー
の
著
作
は
一
八
二
八
年
に
出
版
さ
れ
、
ま
た
第
二
版
が
一
八
三
四
年
に
出
版
さ
れ
た
。
前
者

は
収
容
者
に
対
し
て
比
較
的
厳
し
く
は
な
か
っ
た
が
、
一
八
三
四
年
の
第
二
版
で
は
救
援
抑
制
の
積
極
的
局
面
が
強
調
さ
れ
た
（
19
）

。
ビ
ー

チ
ャ
ー
が
著
し
た
「
ア
ン
チ
ポ
ー
パ
リ
ズ
ム
」
の
全
国
的
反
響
は
大
き
か
っ
た
。
例
え
ば
、
ク
ッ
カ
ム
地
区
の
ワ
タ
レ
イ
（W

hateley

）

は
、
ビ
ー
チ
ャ
ー
の
方
法
を
採
用
し
て
、
実
際
救
貧
税
の
削
減
に
成
功
し
た
。
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
こ
の
成
功
例
が
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
の
ベ

ン
サ
ム
理
論
を
刺
激
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
シ
ャ
ー
の
多
く
の
牧
師
が
ビ
ー
チ
ャ
ー
の
方
法
を
採
用
し
た
。
ビ
ー

八
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チ
ャ
ー
は
、
ニ
コ
ル
ズ
と
競
う
よ
う
に
こ
の
事
実
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
央
に
自
分
の
注
目
を
集
め
、
行
政
能
力
を
ア
ピ
ー
ル
し

よ
う
と
努
力
し
た
が
、
そ
の
表
現
能
力
は
ニ
コ
ル
ズ
よ
り
劣
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
ニ
コ
ル
ズ
は
、
親
交
の
あ
っ
た
コ
ー
ウ
ェ
ル

（C
ow

ell
）
を
通
じ
て
、
自
己
ア
ピ
ー
ル
を
政
府
の
中
央
部
に
印
象
付
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
。
コ
ー
ウ
ェ
ル
は
ピ
ー
ル
（R

. P
eel

）

の
友
人
で
、
ナ
ッ
ソ
ウ
・
シ
ー
ニ
ア
と
も
関
係
が
深
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
れ
ば
、
ビ
ー
チ
ャ
ー
は
、
劣
等
処

遇
の
彼
の
思
想
に
よ
っ
て
、
後
に
一
応
イ
ギ
リ
ス
神
士
録
に
名
を
連
ね
た
が
、
彼
の
死
亡
時
に
は
、
業
績
の
記
事
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ

ら
れ
な
か
っ
た
。
後
の
王
立
委
員
会
で
も
、
ニ
コ
ル
ズ
以
外
の
メ
ン
バ
ー
は
、
聖
職
者
と
し
て
の
そ
の
厳
格
性
に
よ
る
抑
圧
が
貧
民
に
与

え
た
影
響
に
つ
い
て
不
当
に
強
調
さ
れ
て
、
と
も
す
れ
ば
誤
っ
た
視
点
で
評
価
さ
れ
た
。

ビ
ー
チ
ャ
ー
が
「
ア
ン
チ
ポ
ー
パ
リ
ズ
ム
」
で
具
体
的
に
示
し
た
収
容
者
の
間
取
り
、
費
用
、
一
週
間
の
食
事
の
内
容
、
障
害
者
や
老

人
、
病
弱
者
の
取
り
扱
い
、
収
容
者
の
分
類
、
記
録
の
仕
方
等
は
細
部
に
お
よ
ん
だ
。
同
時
に
そ
れ
は
、
居
住
空
間
を
一
点
に
集
中
さ
せ

た
、
生
活
困
窮
者
の
「
最
低
生
活
」
の
具
体
的
基
準
と
そ
の
事
例
を
確
立
し
た
人
物
と
し
て
、
今
日
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。三

人
目
は
ル
ー
ベ
（R

everend R
obert L

ow
e

）
で
あ
る
。
聖
職
者
で
あ
っ
た
ル
ー
ベ
は
、
ビ
ン
ガ
ム
地
区
の
救
貧
行
政
を
通
じ
て
貧
民

抑
制
政
策
を
ミ
ド
ラ
ン
ド
地
域
に
お
い
て
ニ
コ
ル
ズ
よ
り
も
早
く
提
唱
し
た
人
物
で
あ
っ
た
（
20
）

。
厳
格
な
気
性
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
た

ル
ー
ベ
は
、
ビ
ー
チ
ャ
ー
と
「
ア
ン
チ
ポ
ー
パ
ー
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
の
起
源
と
ひ
ら
め
き
を
激
し
く
争
っ
た
人
物
で

あ
っ
た
が
、
彼
の
反
窮
乏
シ
ス
テ
ム
は
、
ビ
ー
チ
ャ
ー
に
比
べ
て
よ
り
救
援
抑
制
的
で
、
専
ら
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
合
理
性
に
よ
っ
て
、
収

容
の
恐
怖
を
助
長
す
る
と
い
う
論
に
立
っ
た
。
だ
が
、
知
見
の
重
要
さ
に
比
べ
て
、
そ
れ
を
立
証
す
る
た
め
の
彼
の
立
論
は
、
粗
野
で
不

完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
（
21
）

。
し
か
し
、
ニ
コ
ル
ズ
と
協
同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
思
想
は
大
き
く
広
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
マ
ー

九
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シ
ャ
ル
に
よ
れ
ば
、「
劣
等
処
遇
（less eligibility

）
の
原
則
」
を
提
唱
し
た
の
は
ル
ー
ベ
で
あ
る
と
い
う
。
ニ
コ
ル
ズ
は
、
一
八
二
一
年

の
八
月
と
一
〇
月
に
ビ
ン
ガ
ム
を
訪
れ
、
ル
ー
ベ
と
会
話
を
交
え
た
後
、
劣
等
処
遇
に
よ
る
救
援
抑
制
策
に
つ
い
て
確
信
す
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
後
の
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
に
お
け
る
政
策
の
基
に
な
っ
た
。
こ
の
考
え
方
は
、
ニ
コ
ル
ズ
に
よ
っ
て
一
八
二
一
年
一
〇
月
一
三
日
の

新
聞
「
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
に
掲
載
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
以
前
の
八
月
一
八
日
の
同
紙
に
、
ル
ー
ベ
は
す
で
に
こ
の

考
え
方
を
表
明
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
プ
ア
ハ
ウ
ス
を
わ
が
労
働
者
階
級
が
恐
怖
と
し
て
み
る
よ
う
に
す
べ
き
で
、
そ
の
建
物
の
収

容
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
父
か
ら
子
へ
と
続
い
て
と
が
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
」
と
表
明
し
て
い
た
（
22
）

。
実
際
彼
は
、
一
八
一
八
年

に
ビ
ン
ガ
ム
教
区
で
三
年
の
間
に
教
区
の
貧
困
者
の
支
出
を
三
分
の
二
に
削
減
し
た
。
削
減
内
容
は
、
コ
テ
ー
ジ
の
賃
料
の
廃
止
、
在
宅

手
当
の
削
減
、
私
生
児
の
引
き
取
り
の
拒
否
、
そ
し
て
後
に
ニ
コ
ル
ズ
の
主
張
と
な
る
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
効
率
的
抑
制
的
使
用
で
あ
っ
た
。

具
体
的
な
救
援
抑
制
手
段
と
は
、
生
活
困
窮
者
に
対
し
て
は
そ
の
世
帯
主
に
だ
け
援
助
を
与
え
、
そ
の
援
助
の
範
囲
内
で
妻
や
家
族
を
支

え
て
も
ら
う
、
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
や
り
方
は
、
さ
す
が
に
一
八
三
三
年
に
補
助
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
か
ら
批
判
さ
れ
た
。
ル
ー

ベ
は
厳
し
い
方
法
を
提
唱
し
た
が
、
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
れ
ば
、
後
に
ビ
ー
チ
ャ
ー
が
行
っ
た
よ
う
な
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
収
容
の
際
に
男
女
や

家
族
を
分
離
す
る
と
か
、
雇
用
や
教
育
を
別
個
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
さ
ら
に
彼
の
担
当
し
た
教
区
で
は
、

一
八
三
三
年
の
時
点
で
な
お
妻
や
子
供
に
対
す
る
在
宅
援
助
、
す
な
わ
ち
院
外
救
済
が
お
こ
な
わ
れ
、
生
活
に
窮
し
た
靴
下
製
造
機
械
工

の
食
糧
の
自
給
た
め
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
畑
も
存
在
し
て
い
た
。

結
局
ル
ー
ベ
は
、
劣
等
処
遇
の
原
則
を
提
唱
し
た
が
そ
れ
は
不
徹
底
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
名
を
救
貧
法
改
革
者
と
し
て
不
朽
な
も
の

に
し
た
の
は
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
を
借
り
て
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
ニ
コ
ル
ズ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
て
、
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー

に
よ
っ
て
確
立
し
た
劣
等
処
遇
の
原
則
を
理
論
的
に
整
理
し
て
唱
え
、
新
救
貧
法
原
理
と
し
て
影
響
を
与
え
た
人
物
は
、
ニ
コ
ル
ズ
で

一
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あ
っ
た
。
こ
の
原
則
を
新
救
貧
法
に
入
れ
込
む
の
は
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
が
、
ル
ー
ベ
と
ニ
コ
ル
ズ
に
よ
る
こ
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
経

験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
具
体
的
成
功
事
例
と
、
彼
ら
が
影
響
を
受
け
た
ベ
ン
サ
ム
や
マ
ル
サ
ス
の
思
想
及
び
経
済
学
理
論
な
し
に
、
こ
の
原

則
が
浮
か
び
上
が
る
は
ず
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
四
人
目
が
バ
ー
ネ
ッ
ト
（A

bsalom
 B

arnett

）
で
あ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
れ
ば
、
バ
ー
ネ
ッ
ト
は
旧
救
貧
法
に
対
す
る
批
判

の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
。
彼
は
聖
職
者
と
し
て
、「
社
会
的
害
悪
（social evil

）」
と
救
貧
法
を
最
小
限
化
す
る
と
い
う
考
え
の
持
ち
主
で

あ
っ
た
。
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
説
に
よ
れ
ば
、
ロ
ン
ド
ン
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
従
来
の
救
貧
法
救
済
の
た
め
の
地
方
税
負
担
は
、
実

際
は
そ
れ
ほ
ど
過
重
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
む
し
ろ
工
業
化
に
よ
る
人
口
増
加
と
都
市
流
入
に
よ
る
貧
困
層
の
救
済
が
大
き
な
負
担
で

あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
（
23
）

。
こ
こ
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
教
区
特
有
の
「
よ
そ
者
嫌
い
（xenophobia

）」
の
文
化
（
24
）

と
融
合
し
て
、
当
時
の

経
済
学
に
依
っ
た
、
特
に
外
部
か
ら
流
入
し
た
貧
民
抑
圧
説
を
提
唱
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
彼
は
推
測
す
る
。
し
か
し
総
体
か
ら
い
え
ば
、

今
日
の
新
救
貧
法
に
関
す
る
歴
史
的
な
意
味
に
お
け
る
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
業
績
の
比
率
は
、
前
記
の
三
名
ほ
ど
に
顕
著
で
は
な
い
。

一
八
二
〇
年
代
の
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
っ
と
も
工
業
化
さ
れ
た
五
大
地
方
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
以
前
か
ら
編
み
物
工
業
の
中
心
地
区
と
し
て
有
名
で
、
周
辺
の
地
方
も
ま
た
編
み
物
に
よ
る
製
品
化
の
産
業
で
潤
っ
て
い
た
。
古
い

レ
ー
ス
編
み
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
産
業
は
、
職
人
の
専
門
性
を
必
要
と
し
た
が
、
そ
れ
が
当
時
編
み
機
に
よ
る
機
械
工
業
に
転
化
し
、

そ
の
機
械
工
場
は
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
に
集
約
し
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
機
械
の
動
力
の
も
と
と
な
る
火
力
と
し
て
の
石
炭
が
付

近
で
産
出
し
、
そ
の
輸
送
に
運
河
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
運
河
の
建
設
と
輸
送
路
の
開
発
に
よ
っ
て
一
層
の
発
展
を
遂
げ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
は
レ
ー
ス
編
み
と
靴
下
編
み
工
業
の
中
心
地
と
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
居
住
し
て
い
た
農
業
従

事
者
の
賃
労
働
者
へ
の
転
化
と
、
他
地
域
か
ら
流
入
し
た
賃
労
働
者
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
そ
の
発
展
は
不
均
衡
な
、
苦
痛
を
伴
う
現
象

一
一
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を
も
た
ら
し
た
。

マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
る
と
、
当
時
こ
の
地
域
に
流
入
し
た
人
口
は
、
全
国
平
均
を
上
回
り
、
そ
れ
は
工
業
地
区
、
農
業
地
区
も
と
も
に
伸

び
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
に
人
口
の
多
く
が
集
中
す
る
、
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
人
口
増
と
し
て
流
入
し
た
主
役
は
、

農
業
労
働
者
や
自
由
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
救
貧
法
行
政
当
局
者
の
姿
勢
は
、
上
記
で
示
し
た
よ
う
に
貧
困
者
に
救
援
抑
制
的

に
示
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
一
七
九
五
年
に
バ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
治
安
判
事
が
決
定
し
た
賃
金
補
助
と
し
て
の
救
貧
法
の
院
外
救
済
給
付
、
い

わ
ゆ
る
「
ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
制
度
」
に
対
し
て
は
、
合
議
に
よ
り
即
座
に
採
用
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
に
は

い
る
と
、
ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
制
度
に
よ
る
労
働
賃
金
補
助
の
影
響
は
徐
々
に
周
辺
地
域
に
お
よ
び
、
救
貧
税
の
制
御
が
薄
く
な
り
、
こ

の
地
区
で
も
農
業
従
事
者
の
多
い
教
区
か
ら
次
第
に
浸
透
し
始
め
た
（
25
）

。
こ
う
し
た
経
緯
の
下
で
、
救
貧
法
行
政
に
従
事
す
る｢

改
革
者｣

た
ち
が
、
救
貧
法
問
題
に
関
す
る
当
時
の
最
先
端
の
政
治
・
経
済
論
を
応
用
し
つ
つ
、｢

救
援
抑
制｣

の
実
践
論
に
具
体
化
し
た
の
で
あ

る
。

３
．
法
的
視
点
か
ら
の
救
貧
法

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
救
貧
法
及
び
救
貧
法
史
研
究
は
、
経
済
史
か
ら
み
た
分
析
を
専
ら
に
し
て
い
る
。
し

か
し
、
新
救
貧
法
原
理
を
社
会
政
策
的
動
き
と
し
て
捉
え
る
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
関
す
る
研
究
も
一
八
三
四
年
法
の
性
格
を
分
析

す
る
上
で
法
律
学
的
視
点
が
欠
か
せ
な
い
。
こ
こ
で
救
貧
法
を
法
制
史
的
に
と
ら
え
返
し
て
み
よ
う
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
）
で
救
貧
法
が
形
作
ら
れ
る
一
六
世
紀
に
お
い
て
取
り
上
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
同
じ
時
期
に
ヘ
ン
リ
ー
八
世
で
始
ま
り
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
の
初
期
に
確
立
し
た
宗
教
改
革
、
す
な
わ
ち
国

一
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家
と
し
て
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
の
離
反
と
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
成
立
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
国
王
お
よ
び
議
会
に
よ

る
法
と
同
等
に
併
存
し
た
道
徳
的
権
威
お
よ
び
困
窮
者
へ
の
援
助
組
織
と
し
て
君
臨
し
て
い
た
教
会
に
よ
る
司
法
的
権
限
は
、
次
第
に
そ

の
効
力
を
な
く
し
て
い
っ
た
。
プ
ラ
グ
ネ
ッ
ト
（
一
九
五
六
、
邦
訳
一
九
五
九
）
の
「
イ
ギ
リ
ス
法
制
史
」
に
よ
れ
ば
、
チ
ュ
ー
ダ
ー
王
朝

の
治
世
の
す
べ
て
に
お
い
て
大
臣
の
職
の
重
要
性
が
高
ま
る
と
同
時
に
、
国
王
評
議
会
の
優
位
性
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ヘ
ン

リ
ー
八
世
は
議
会
で
教
会
問
題
を
取
り
上
げ
る
、
と
い
う
画
期
的
な
決
定
を
行
い
え
た
。
こ
の
結
果
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
財
産
が
没
収

さ
れ
、
教
会
法
の
失
効
と
議
会
の
全
能
性
が
樹
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
特
に
土
地
及
び
不
動
産
に
関
す
る
法
に
お
い
て
ロ
ー
マ
法
の
教
義

を
完
全
に
打
ち
破
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
コ
モ
ン
ロ
ー
が
す
べ
て
の
家
族
財
産
の
法
的
基
礎
と
な
っ
た
（
26
）

。
し
た
が
っ
て
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧

法
を
含
む
一
七
世
紀
以
降
の
法
と
政
治
は
、
イ
ギ
リ
ス
下
院
と
コ
モ
ン
ロ
ー
の
連
携
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
家
族
お
よ
び
財
産
に
関
す
る
コ
モ
ン
ロ
ー
が
扱
う
領
域
は
、
当
然
な
が
ら
国
王
の
権
限
お
よ
び
土
地
・
金
銭
所
有
者
の
法

的
調
停
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
支
配
者
と
土
地
所
有
者
、
そ
し
て
富
豪
な
公
民
を
主
な
対
象
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た

法
制
度
の
下
で
は
、
貧
民
は
長
い
間
国
王
、
貴
族
、
土
地
所
有
者
等
の
所
有
物
の
一
部
と
し
て
の
地
位
に
甘
ん
じ
て
い
た
。
し
か
し
貧
民

の
問
題
で
い
え
ば
、
一
四
世
紀
中
葉
に
大
流
行
し
た
、
ペ
ス
ト
に
よ
る
農
業
労
働
力
の
劇
的
な
減
少
を
契
機
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
独
自

な
身
分
構
造
の
変
化
が
確
立
す
る
。

救
貧
法
研
究
の
古
典
の
一
つ
で
あ
る
シ
ュ
バ
イ
ニ
ッ
ツ
（K

arl de S
chw

einitz 1943

）
の
著
作
に
よ
れ
ば
（
27
）

、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会

保
障
の
歴
史
の
端
緒
は
一
三
四
九
年
に
発
令
さ
れ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
の
「
労
働
者
条
例
（S

tatute of L
aborers

）」
で
あ
る
。
そ
の
歴

史
的
転
機
は
、「
ペ
ス
ト
、
す
な
わ
ち
黒
死
病
（B

lack death

）」
に
よ
る
人
口
の
急
減
、
及
び
社
会
不
安
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
と
は
別
に

エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
の
時
代
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
で
、
い
わ
ゆ
る
一
〇
〇
年
戦
争
が
お
き
て
い
た
。
戦
争
勃
発
の
原
因
の
ひ

一
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と
つ
に
は
、
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
毛
織
物
工
業
の
利
権
の
獲
得
も
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
一
三
四
八
年
の
ペ
ス
ト
大
流
行
以
来
、

農
村
人
口
の
減
少
に
直
面
し
た
当
時
の
地
主
階
級
（
騎
士
以
上
）
の
多
く
は
、
農
地
を
小
麦
畑
か
ら
牧
場
に
換
え
て
羊
の
放
牧
を
行
っ
た
。

一
方
、
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
毛
織
物
職
人
を
イ
ギ
リ
ス
本
国
に
迎
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
国
の
毛
織
物
産
業
を
振
興
し
よ
う
と
し
た
。

こ
の
結
果
、
羊
毛
の
需
要
と
生
産
量
は
増
加
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
毛
織
物
工
業
が
興
隆
す
る
端
緒
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
労
働
者
条
例
の
内

容
は
、
農
業
労
働
者
の
賃
金
や
職
人
の
賃
金
を
、
ペ
ス
ト
流
行
時
以
前
よ
り
も
上
回
ら
な
い
よ
う
に
規
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

実
際
に
は
よ
り
高
価
な
賃
金
を
目
指
し
て
、
農
民
が
移
住
し
、
季
節
的
移
動
を
行
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ペ
ス
ト
に
よ
る
農
業
人
口
の

減
少
は
、
イ
ギ
リ
ス
各
地
で
大
き
な
変
化
を
招
い
た
。
そ
れ
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
土
地
所
有
は
、
国
王
と
そ
れ
に
従
う
貴
族
階
級
と
の
封

建
的
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
が
、
実
際
に
土
地
を
耕
す
の
は
ヴ
ィ
レ
ン
と
呼
ば
れ
る
農
奴
で
あ
っ
た
。
ヴ
ィ
レ
ン
は
土
地
所
有

者
に
縛
ら
れ
て
、
労
働
移
動
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
事
件
以
降
自
分
の
土
地
か
ら
移
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
農
業
労
働
力
の
不
足
し
た
地
方
の
地
主
に
、
よ
り
よ
い
条
件
、
す
な
わ
ち
農
奴
の
身
分
か
ら
比
較
的
自
由
な
保
障
を
与
え
ら
れ
た

小
作
人
（tenant

）
と
し
て
新
た
に
従
事
す
る
か
、
ま
た
は
自
由
労
働
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
道
を
選
択
す
る
も
の
が
現
れ
た
。
地
主
た

ち
も
、
自
分
の
ヴ
ィ
レ
ン
を
手
放
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
小
作
の
条
件
を
緩
和
し
、
無
償
の
労
役
か
ら
小
額
の
労
賃
を
与
え
る
等
の
待

遇
改
善
を
行
い
始
め
た
。
ま
た
都
市
部
で
は
新
た
な
職
業
階
層
が
出
現
し
た
。
主
に
都
市
に
居
住
し
て
鍛
冶
屋
や
革
製
品
、
そ
れ
に
毛
織

物
に
従
事
す
る
、
い
わ
ゆ
る
職
人
層
と
い
う
、
地
主
、
農
民
以
外
の
階
層
が
発
生
し
た
。
こ
れ
ら
の
新
し
い
層
は
、
大
工
や
石
工
な
ど
の

旧
来
の
職
人
と
同
様
に
、
労
働
者
条
例
に
よ
っ
て
自
ら
の
存
在
を
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

農
村
お
よ
び
都
市
に
お
け
る
斬
新
的
で
は
あ
る
が
確
実
な
産
業
構
造
の
変
化
は
、
特
に
貧
民
に
対
し
て
急
激
な
生
活
上
の
変
化
を
強
い

た
。
都
市
職
人
層
の
興
隆
は
プ
ラ
ス
の
面
で
の
変
化
で
あ
っ
た
が
、
貧
民
が
新
た
な
農
業
労
働
者
、
自
作
農
、
な
い
し
自
由
人
お
よ
び
職

一
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人
層
と
し
て
、
自
己
の
身
分
を
成
功
裏
に
形
成
で
き
た
も
の
が
い
た
半
面
、
多
く
の
人
々
は
こ
の
変
化
に
適
合
で
き
な
か
っ
た
。
同
時
に

進
行
し
て
い
た
の
は
、｢

猛
々
し
い
こ
じ
き
（V

aliant B
eggars

）｣

、
と
呼
ぶ
、
労
働
を
嫌
い
怠
惰
と
悪
徳
に
生
き
、
し
ば
し
ば
泥
棒
や
他

の
不
快
な
行
為
を
行
う
も
の
の
発
生
で
あ
っ
た
。
労
働
者
条
例
は
こ
の
行
為
の
禁
止
と
彼
ら
へ
の
抑
圧
を
も
規
定
す
る
と
い
う
、
大
き
な

目
的
も
有
し
て
い
た
（
28
）

。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
の
規
制
こ
そ
が｢

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
政
府
が
、
以
後
六
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
経
済

的
困
窮
の
問
題
に
立
ち
向
か
う
、
長
く
多
様
な
法
と
制
度
の
始
ま
り｣

と
述
べ
て
い
る
（
29
）

。
こ
の
労
働
立
法
は
、
価
格
と
賃
金
の
決
定
、
労

働
契
約
の
順
守
と
い
う
複
雑
な
過
程
を
構
築
し
て
労
働
市
場
に
介
入
し
、
規
制
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
こ
の
立
法
を
実
施
す
る
と
い
う

困
難
な
仕
事
を
担
う
た
め
に
、「
労
働
裁
判
官
（justice of labourers

）」
を
設
置
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
救
貧
法
に
至
る
行
政
制
度

が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

４
．
救
貧
法
行
政
の
確
立

と
こ
ろ
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
農
村
部
に
お
け
る
ヴ
ィ
レ
ン
の
分
解
過
程
、
す
な
わ
ち
自
由
人
的
農
業
労
働
者
の
形
成
と
自
由
人
の
自
営

農
（
ヨ
ー
マ
ン
リ
ー
）
化
は
、
チ
ュ
ー
ダ
ー
王
朝
の
こ
ろ
ま
で
に
ほ
ぼ
完
結
し
、
イ
ギ
リ
ス
貧
民
は
農
奴
制
か
ら
謄
本
保
有
制
（copyhold

）

へ
と
移
行
す
る
（
30
）

。
し
か
し
一
方
で
は
、
中
世
絶
対
王
朝
の
完
成
期
と
い
わ
れ
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
末
期
に
発
生
し
た
、
急
激
な
産
業
構
造

の
転
換
と
農
業
不
況
に
よ
る
貧
民
の
経
済
的
困
窮
の
問
題
が
深
刻
化
し
、
し
た
が
っ
て
新
た
な
立
法
が
必
要
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ

る
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
封
建
身
分
制
の
最
下
級
の
層
の
う
ち
、
あ
る
者
は
自
由
人
か
ら
土
地
保
有
者
や
独

立
自
営
業
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
職
人
階
級
と
し
て
自
立
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
多
く
の
人
々
は
、
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
に
よ
っ
て
土
地

か
ら
引
き
離
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
時
期
の
農
業
の
不
作
等
の
要
因
も
あ
っ
て
、
生
産
手
段
を
持
た
な
い
生
活
困
窮
者
と
な
っ
た
。
彼
ら
は
、
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そ
の
個
人
的
性
格
の
良
し
あ
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
生
き
る
た
め
に
浮
浪
化
し
た
が
、
中
世
の
絶
対
主
義
王
権
を
確
立
す
る
上
で
必
要
な
、

伝
統
的
封
建
身
分
に
代
わ
る
新
た
な
受
け
皿
も
整
わ
な
か
っ
た
の
で
、
と
り
あ
え
ず
は
法
整
備
を
も
と
に
し
た
政
治
的
解
決
が
必
要
と

な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
貧
民
の
救
済
と
浮
浪
者
の
抑
圧
を
共
に
備
え
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
に
至
る
一
六
世
紀
の
旧
救
貧
法
の
諸
立

法
の
構
築
に
よ
っ
て
、
中
世
の
貧
民
処
遇
の
仕
組
み
が
確
立
す
る
の
で
あ
る
。

救
貧
法
と
い
う
法
制
度
を
執
行
す
る
機
構
と
し
て
、
治
安
判
事
（justice of the peace

）
の
存
在
が
重
要
と
な
る
。
プ
ラ
グ
ネ
ッ
ト
に

よ
れ
ば
、
大
憲
章
・
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
が
イ
ギ
リ
ス
国
家
の
形
態
を
規
定
す
る
法
制
度
お
よ
び
政
治
体
制
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
。
司
法

は
国
王
直
轄
下
の
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
の
ほ
か
、
大
多
数
の
陪
審
（assize

）
が
係
争
の
現
地
で
あ
る
土
地
の
所
在
す
る
州
で
選
ば
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
で
裁
判
を
開
始
で
き
な
い
の
で
、
国
王
は
州
で
陪

審
の
査
問
を
行
う
た
め
、
定
期
的
に
受
命
官
（com

m
issioners

）
を
派
遣
す
る
制
度
を
構
築
し
た
。
こ
の
仕
組
み
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世

の
時
代
（
一
二
八
五
年
）
に
、
徐
々
に
巡
回
陪
審
裁
判
制
度
（system

 of nisi prius

）
と
い
う
仕
組
み
と
な
っ
た
。
巡
回
陪
審
員
制
度
と
い

う
の
は
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
の
民
事
訴
訟
裁
判
所
で
一
度
訴
答
を
行
っ
て
争
点
を
決
定
し
た
ら
、
当
該
の
地
方
の
巡
回
陪
審
裁
判
官

の
面
前
で
評
決
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
、
地
方
の
多
く
は
こ
の
制
度
を
採
用
し
た
。
や
が
て
時
代
を
経
る
と
と
も
に
巡
回

陪
審
裁
判
制
度
は
拡
大
し
、
刑
事
巡
回
裁
判
、
在
監
者
釈
放
の
た
め
の
巡
回
裁
判
に
も
適
用
さ
れ
た
。
治
安
判
事
制
度
の
成
立
は
、
各
地

区
の
、
主
に
カ
ン
ト
リ
ー
・
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
階
層
が
担
っ
た
巡
回
裁
判
制
度
の
下
で
、
治
安
の
維
持
が
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
出

発
す
る
。
一
二
世
紀
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
彼
ら
は
「
平
和
の
保
持
者
（keepers of the peace

）」
と
呼
ば
れ
た
が
、
そ
の
職
務
内
容
は
主
と

し
て
行
政
的
か
つ
警
察
的
な
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
（
31
）

。
一
三
四
四
年
に
な
る
と
、
二
名
ま
た
は
三
名
の
各
州
の
名
士
の
階
級
の
者

は
、
国
王
の
授
権
に
よ
っ
て
平
和
の
守
護
者
の
任
に
就
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
被
疑
者
を
管
理
す
る
だ
け
で
な
く
、
審
理
す

一
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る
権
限
も
認
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
刑
事
巡
回
裁
判
の
授
権
者
（
裁
判
官
）
と
彼
ら
は
協
力
し
て
刑
事
裁
判
や
治
安
維
持
の
審
理
、
処
罰

を
行
っ
た
。

そ
し
て
先
ほ
ど
述
べ
た
労
働
裁
判
官
と
平
和
の
保
持
者
は
、
一
三
六
一
年
に
「
治
安
判
事
」
と
い
う
名
で
一
つ
に
統
合
さ
れ
た
。
言
い

換
え
れ
ば
、
旧
救
貧
法
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
司
法
及
び
行
政
は
、
実
質
的
に
一
万
五
〇
〇
〇
あ
ま
り
に
区
分
さ
れ
た
教
区
と
、
国
王
か
ら
指

名
さ
れ
た
お
よ
そ
五
〇
〇
〇
人
の
治
安
判
事
に
よ
っ
て
、
救
貧
行
政
の
ほ
か
に
刑
務
所
や
収
容
所
（asylum

s

）
の
管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
。

治
安
判
事
は
他
の
大
多
数
の
中
世
の
機
関
と
同
じ
よ
う
に
、
大
小
二
種
類
の
会
合
を
開
い
た
。
大
き
な
会
合
は
一
年
に
四
回
開
催
さ
れ
、

「
四
季
裁
判
所
（quarter sessions
）」
と
よ
ば
れ
た
。
四
季
裁
判
所
の
下
に
は
、「
小
治
安
裁
判
所
（petty sessions

）」
が
あ
っ
た
。
こ
れ

は
四
季
裁
判
所
へ
の
控
訴
管
轄
権
を
持
つ
と
と
も
に
、
チ
ュ
ー
ダ
ー
朝
以
降
は
多
く
の
裁
定
法
に
よ
っ
て
、
陪
審
な
し
で
略
式
裁
判
を
行

う
権
限
が
与
え
ら
れ
た
。
通
常
は
二
名
な
い
し
そ
れ
以
上
の
治
安
判
事
に
よ
っ
て
救
貧
法
の
裁
定
や
比
較
的
軽
微
な
犯
罪
の
略
式
裁
判
が

行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

５
．
ま
と
め
に
か
え
て

ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
改
革
は
、
主
に
ニ
コ
ル
ズ
の
才
能
に
よ
る
注
目
を
集
め
る
手
法
と
宣
伝
に
よ
っ
て
、
王
立
委
員
会
を
リ
ー

ド
し
て
い
た
中
央
の
ベ
ン
サ
ム
主
義
者
の
目
に
と
ま
り
、
そ
れ
が
成
功
例
と
し
て
救
貧
法
改
正
思
想
の
原
理
と
な
っ
た
。
ニ
コ
ル
ズ
の
救

援
抑
制
策
に
追
随
し
た
教
区
は
、
例
え
ば
エ
セ
ッ
ク
ス
の
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
リ
バ
ー
、
グ
ロ
ー
チ
ェ
ス
タ
ー
の
ウ
ェ
ル
ウ
ィ
ン
と
ユ
ー
レ

イ
等
が
そ
の
方
式
を
採
用
し
た
。
し
か
し
、
救
貧
法
史
研
究
に
お
い
て
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
ニ
コ
ル
ズ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
発
想

や
思
想
的
影
響
が
、
過
大
に
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
指
摘
で
き
る
。
極
端
に
い
え
ば
、
ニ
コ
ル
ズ
は
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の

一
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仲
間
が
唱
え
て
い
た
理
論
や
方
針
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
そ
れ
を
自
分
に
引
き
付
け
て
、
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
で
実
験
し
た
と
称
し
、
中
央
政
界

に
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
た
だ
会
計
上
の
才
能
が
あ
っ
た
ニ
コ
ル
ズ
は
、
自
身
の
救
貧
法
史
で
、
就
任
し
た
一
八
二
一
年
か
ら
二
四
年
の
間
に
、

サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
の
救
貧
法
経
費
を
劇
的
に
下
げ
た
こ
と
を
誇
ら
し
く
著
述
し
て
い
る
（
32
）

。
さ
ら
に
、
こ
の
中
で
新
た
な
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
・

ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
建
設
に
も
触
れ
、
院
長
と
そ
の
夫
人
を
求
人
制
に
よ
っ
て
採
用
す
る
、
収
容
時
に
両
性
を
区
分
す
る
、
さ
ら
に
高
い
塀

を
作
っ
て
外
界
と
遮
断
す
る
、
等
の
施
策
を
描
写
し
て
い
る
が
、
厳
密
に
い
え
ば
、
一
八
二
四
年
か
ら
救
援
抑
制
原
理
に
基
づ
い
て
、
後

の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
見
本
と
な
る
巨
大
で
最
新
の
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
・
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
建
築
を
指
揮
し
た
の
は
ビ
ー
チ
ャ
ー
で
あ
っ
た
（
33
）

。
ま

た
ニ
コ
ル
ズ
は
、
景
気
の
循
環
に
よ
る
雇
用
の
変
化
を
見
抜
い
て
お
ら
ず
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
彼
が
実
験
し
て
救
貧
法
支
出
の
削
減
が
実
現

し
た
時
期
は
、
周
辺
の
産
業
の
需
要
に
よ
り
、
雇
用
の
吸
収
が
行
わ
れ
た
時
期
と
符
合
す
る
と
い
う
研
究
も
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ニ

コ
ル
ズ
は
、
こ
れ
以
降
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
か
ら
離
れ
、
運
河
の
経
営
に
専
念
す
る
。
し
た
が
っ
て
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
・
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
場
に

お
い
て｢

反
窮
乏
化｣

の
実
験
を
実
際
に
遂
行
し
た
の
は
ビ
ー
チ
ャ
ー
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ニ
コ
ル
ズ
は
、
彼
の
救
貧
法
史
の
著
作
に
お

い
て
も
ビ
ー
チ
ャ
ー
の
業
績
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
結
局
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
改
革
に
お
い
て
、
実
質
的
に
最
も

功
績
が
あ
っ
た
の
は
ビ
ー
チ
ャ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
事
例
に
よ
っ
て
救
貧
法
中
央
行
政
の
代
表
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
の
サ

マ
セ
ッ
ト
・
ハ
ウ
ス
の
救
貧
法
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
（P

L
C

）
に
選
ば
れ
、
活
躍
し
た
の
は
ニ
コ
ル
ズ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
そ

の
ア
イ
デ
ア
を
応
用
し
た
ニ
コ
ル
ズ
が
、
自
ら
の
正
統
性
を
強
調
す
る
た
め
に
ビ
ー
チ
ャ
ー
の
新
救
貧
法
に
与
え
た
功
績
を
不
当
に
評
価

し
た
、
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
34
）

。
し
か
し
、
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
が
新
救
貧
法
原
則
と
し
て
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
事
例
を
取
り
上
げ
た

の
は
、
あ
く
ま
で
も
ニ
コ
ル
ズ
の
コ
ー
ウ
ェ
ル
と
の
交
友
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
。
ま
た
ニ
コ
ル
ズ
が
そ
の
後
サ
マ
セ
ッ
ト
・
ハ
ウ
ス
や
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
の
救
貧
法
行
政
で
活
躍
で
き
た
の
は
、
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
改
革
者
の
存
在
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
新
救
貧
法
の

一
八
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精
神
と
そ
の
行
政
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
ま
で
含
め
て
普
及
し
た
そ
の
能
力
は
、
ニ
コ
ル
ズ
な
ら
で
は
の
も
の
と
い

え
る
。

こ
こ
で
新
救
貧
法
の
原
則
とright to relief

と
の
関
係
に
つ
い
て
も
う
一
度
吟
味
し
て
み
よ
う
。
一
八
世
紀
ま
で
の
定
住
法
に
よ
る

慣
習
法
的
裁
定
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
居
住
権
を
得
る
こ
と
と
救
貧
法
受
給
権
は
連
動
し
て
い
た
。
こ
の
概
念
を
、
お
そ
ら
く

決
定
的
な
ま
で
に
明
瞭
に
定
義
し
た
の
は
、
ベ
ン
サ
ム
で
あ
ろ
う
。
ベ
ン
サ
ム
の
救
貧
法
に
関
す
る
書
簡
は
、
一
九
九
〇
年
代
ま
で
ご
く

一
部
の
者
に
し
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
指
導
者
の
ほ
と
ん
ど
が
影
響
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
、
彼
の
見
解
は
、

し
た
が
っ
て
そ
れ
以
前
の
ほ
と
ん
ど
の
救
貧
法
研
究
者
が
検
討
し
た
く
て
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
日
マ
イ
ケ
ル
・
ク

ウ
ィ
ン
（M

ichael Q
uinn, ed. 2001

）
が
編
纂
し
た
ベ
ン
サ
ム
書
簡
集
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ン
サ
ム
はright to 

relief

つ
ま
り
救
済
を
受
け
る
権
利
が
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
ロ
ー
か
ら
発
生
す
る
も
の
だ
と
し
、
そ
の
表
現
をno m

an, settlem
ent or 

no settlem
ent, shall be left to starve

と
し
て
い
る
（
35
）

。
そ
れ
は
、
定
住
法
に
よ
る
戸
籍
の
確
立
に
よ
っ
て
被
救
済
権
も
ま
た
生
じ
る

こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
ギ
ル
バ
ー
ト
法
（
一
七
八
二
年
）
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
か

ら
別
稿
で
詳
し
い
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
産
業
革
命
、
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
、
そ
し
て
第
二
次
エ
ン
ク

ロ
ー
ジ
ャ
ー
を
含
む
、
こ
の
時
代
の
人
口
の
都
市
化
と
流
動
化
は
、
結
果
と
し
て
実
際
の
旧
救
貧
法
行
政
の
持
続
を
困
難
に
し
た
（
36
）

。

一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
救
貧
法
論
議
に
お
け
る
救
貧
法
解
体
論
者
の
視
点
で
い
え
ば
、
ジ
ョ
セ
フ
・
タ
ウ
ン
ゼ

ン
ト
は
自
然
科
学
者
の
立
場
か
ら
自
然
法
の
原
理
の
擁
護
と
適
者
生
存
の
原
理
、
後
に
命
名
さ
れ
た
「
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
」
の
理
論

か
ら
こ
れ
を
説
き
起
こ
し
た
。
一
方
マ
ル
サ
ス
は
人
口
の
不
可
逆
的
増
加
と
賃
金
基
金
説
か
ら
、
こ
の
流
れ
を
阻
害
す
る
制
度
的
仕
組
み

を
取
り
除
く
と
い
う
観
点
で
、
結
果
と
し
て
の
「
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
」
に
く
み
し
、
救
貧
法
解
体
論
を
展
開
し
た
。
マ
ル
サ
ス
に
よ

一
九
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る
当
時
の
経
済
学
と
し
て
の
社
会
科
学
的
分
析
手
法
は
、
基
本
的
に
リ
カ
ー
ド
ゥ
に
も
継
承
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
救
貧
法
解
体
論
が
一
方
で

存
在
し
な
が
ら
、
法
哲
学
者
ベ
ン
サ
ム
は
一
八
世
紀
の
末
か
ら
彼
の
論
文
で
、
救
貧
法
の
不
備
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
そ
の
存
在
自
体
を

否
定
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
ま
た
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
が
、
マ
ル
サ
ス
の｢

人
口
論｣

一
八
一
七
年
版
が
発
表
さ
れ
て
以
降

数
年
間
は
、
マ
ル
サ
ス
理
論
の
徹
底
化
す
な
わ
ち
救
貧
法
解
体
を
図
る
意
見
が
優
勢
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
こ
の
思
想
は
一
挙
に
葬
り
去

ら
れ
て
、
貧
民
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
は
有
力
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
。
一
方
、
こ
の
時
代
か
ら
労
働
者
の
権
利
を
唱
え
る
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
コ
ベ
ッ
ト
等
は
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
反
対
運
動
の
中
で
、｢

院
外
救
済
の
受
給
の
権
利｣

を
唱
え
始
め
る
。

と
は
い
え
、
後
の
ビ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
に
つ
な
が
る
が
、
当
時
の
議
会
に
共
通
し
て
流
れ
て
い
た
貧
民
＝
労
働
者
階
級
に
対
す
る
当
時

の
知
的
エ
リ
ー
ト
の
考
え
方
は
、
決
し
て
抑
圧
的
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
労
働
者
階
級
が
、
貧
困
か
ら
脱
す
る
た
め
の
手
段
を
積
極

的
に
提
唱
し
よ
う
と
い
う
、「
期
待
的
思
想
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
期
待
的
思
想
」
は
、
勤
勉
と
節
制
を
基
礎
と
し
た
「
自
助｣

と
「
自

由
放
任｣

と
い
う
楽
観
的
概
念
を
背
景
に
し
て
い
た
。
さ
ら
に
自
由
放
任
と
は
決
し
て
ド
グ
マ
チ
ッ
ク
な
経
済
理
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ

そ
れ
は
効
用
の
事
例
が
唱
え
ら
れ
る
際
の
付
属
物
で
あ
る
。
当
時
活
発
化
し
始
め
て
い
た
宗
教
活
動
に
よ
る
新
興
中
産
階
級
に
よ
る
慈
善

活
動
は
も
ち
ろ
ん
、
救
貧
法
改
正
に
よ
る
政
策
誘
導
の
目
標
も
こ
こ
に
あ
っ
た
。
マ
ル
サ
ス
の
理
論
が
実
効
性
を
失
い
、
救
貧
法
が
有
す

る｢

怠
惰｣

の
側
面
が
、
新
救
貧
法
の
原
理
に
代
わ
る
時
点
で
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
収
容
主
義
や
劣
等
処
遇
の
原
則
に
転
化
す
る
の
も
、
こ
れ

を
負
の
局
面
で
あ
っ
た
か
ら
、
と
い
う
見
方
を
す
る
の
は
す
べ
て
妥
当
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。｢

自
由
放
任｣

化
が
救
貧
法
と
慈
善

事
業
の
両
方
に
よ
る
社
会
政
策
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
支
配
階
級
及
び
新
興
中
産
階
級
が
む
し
ろ
積
極
的
に
受
け

入
れ
た
。
つ
ま
り
、
救
援
抑
制
の
背
後
に
あ
る
思
想
は
、
新
た
に
興
隆
し
た
労
働
者
階
級
の
生
活
水
準
向
上
支
援
策
で
あ
り
、
新
救
貧
法

は
、
そ
の
個
人
的
窮
乏
化
抑
止
策
と
し
て
現
れ
た
警
告
的
装
置
で
も
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
九
世
紀
の
市
場
の
大
転
換
は
、
社
会

二
一
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政
策
な
い
し
行
政
の
現
実
場
面
に
お
い
て
必
ず
し
も｢

夜
警
国
家｣

を
目
標
に
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
生
活
困
窮

者
へ
の
コ
モ
ン
ロ
ー
の
伝
統
を
引
き
継
ぐright to relief

の
概
念
は
、
そ
の
後
階
級
闘
争
が
激
化
す
る
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
に

お
い
て
も
一
貫
し
て
守
ら
れ
、
結
果
的
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
暴
力
革
命
の
緩
衝
装
置
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ニ
コ
ル
ズ
に
よ
る
多
少
の
歪
曲
が
指
摘
さ
れ
る
と
は
い
え
、
一
九
三
四
年
の
最
終
レ
ポ
ー
ト
に
お
け
る｢

劣
等

処
遇｣

を
基
本
に
し
た
新
救
貧
法
原
理
の
源
流
は
、
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
や
ニ
コ
ル
ズ
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
他
の
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム

シ
ャ
ー
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
発
案
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
37
）

。
こ
れ
は
一
八
三
四
年
当
時
の
新
救
貧
法
行
政
の
ベ
ン
チ
マ
ー
ク

が
、
農
業
地
帯
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
南
部
の
賃
労
働
者
を
意
識
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
中
部
の
当
時
最
も
先
進
的
な
工
業

地
域
の
救
貧
行
政
事
例
を
基
に
し
た
、
と
い
う
性
格
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
や
カ
ー
ル
・
ポ
ラ

ニ
ー
の
見
解
（
38
）

等
に
見
ら
れ
る
、
従
来
の
賃
金
補
助
制
度
の
浸
透
と
、
そ
の
反
動
と
し
て
の
新
救
貧
法
の
原
理
と
の
関
係
は
、
再
検
討
を
含

め
、
さ
ら
に
詳
細
な
分
析
へ
と
す
す
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
原
則
と
劣
等
処
遇
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
労
働
者
階
級
抑
圧
か
ら
の
視
点
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
た
と
え
ば
「
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
収
容
の
原
則
」
は
、
初
期
の
近
代
的
賃
労
働
者
階
級
の
陶
冶
の
手
段
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
労
働
者
階

級
の
生
活
水
準
向
上
支
援
策
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
最
低
の
賃
金
を
受
給
す
る
労
働
者
（low

est-paid labourer

）
よ
り
も

悪
い
状
態
と
す
る
「
劣
等
処
遇
の
原
則
」
は
、
貧
民
の
最
低
生
活
保
障
が
生
存
に
必
要
な
基
本
的
生
活
物
資
、
ス
ト
ッ
ク
と
フ
ロ
ー
の
概

念
で
い
え
ば
「
フ
ロ
ー
の
み
」
の
限
界
を
極
め
た
事
例
が
試
さ
れ
る
施
策
で
あ
っ
た
。
し
か
し
生
存
権
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
法
的
規
範

と
し
て
のright to relief 

が
、
新
救
貧
法
の
施
行
に
よ
る
過
酷
な
原
理
の
応
用
と
い
う
、
こ
の
極
限
的
施
策
に
お
い
て
さ
え
微
動
だ
に

し
な
か
っ
た
事
実
に
こ
そ
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
新
救
貧
法
形
成
期
の
社
会
政
策
研
究
、
す
な
わ
ち
、
最

二
一
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）

低
賃
金
お
よ
び
最
低
生
活
保
障
の
分
野
は
、
歴
史
研
究
を
踏
ま
え
た
新
た
な
視
点
か
ら
の
分
析
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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２
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３
） 

大
沢
真
理
（
一
九
八
六
）、『
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
史
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
な
お
同
書
は
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〇
一
〇
年
、
東
京
大
学
出
版
会
か
ら
復
刻
版
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し
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版
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れ
て
い
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。
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ギ
リ
ス
新
救
貧
法
原
理
の
形
成
過
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す
る
研
究
（
矢
野
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（
二
三
）

（
４
） 

こ
の
視
点
で
の
研
究
と
し
て
、
森
下
宏
美
（
二
〇
〇
六
）、「
救
貧
法
改
革
と
古
典
派
経
済
学
」、『
経
済
学
研
究
』、
北
海
道
大
学
、
第
五
六
巻

第
二
号
、
五
一
─
六
二
頁
、
が
あ
る
。

（
５
） 
大
沢
真
理
（
一
九
八
六
）、
同
上
書
一
六
頁

（
６
） S

idney &
 B

eatrice W
ebb

（1929, reprinted in 1963

）, E
n

glish
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oor L
aw

 H
istory P

art II

：th
e L

ast H
u

n
d

red
 Years, F

rank 
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ass and C

o. L
td. pp.1-103.

（
７
） 

そ
れ
ま
で
の
救
貧
法
に
関
す
る
全
国
調
査
は
、
救
貧
税
の
統
計
以
外
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
王
立
委
員
会
は
二
六
名
の
副
委
員

（A
ssistant C

om
m

isioner

）
に
よ
っ
て
、
延
べ
三
万
の
教
区
と
集
落
を
精
力
的
に
調
査
し
た
。
委
員
会
は
こ
の
詳
細
な
調
査
報
告
を
基
に
、
頻
繁

に
委
員
会
を
招
集
し
、
議
論
し
た
。

（
８
） Ibid. pp.82-90.

（
９
） 

例
え
ば
ブ
ロ
ー
グ
は
論
文
で
、
一
八
三
四
年
報
告
は｢

全
体
的
に
歴
史
的
な
価
値
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
統
計
的
で
な
い
こ
と
が
に
じ
み
出

た
代
物｣

で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。

M
ark B

laug, T
h

e P
oor L

aw
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eport R
e-exam

in
ed, Jurnal of E

conom
ic H

istory, 24, pp.229-245.

（
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） 

ジ
ョ
セ
フ
・
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
に
よ
る
救
貧
法
論
は
、
矢
野
聡
（
二
〇
〇
六
）、「
救
貧
法
思
想
に
お
け
る
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
・
経
済
・

法
秩
序
の
転
換　

─
ジ
ョ
セ
フ
・
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
のA

 dissertation on the P
oor L

aw
 

に
つ
い
て
─
」、『
政
経
研
究
』、
日
本
大
学
政
経
研
究

所
、
四
二
巻
三
号
、
二
五
九
─
二
八
八
頁
、
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
11
） J. D

. M
arshall

（1961

）, ’ T
h

e N
ottin

gh
am

sh
ire R

eform
ers an

d
 T

h
eir C

on
tribu

tion
 to th

e N
ew

 P
oor L

aw
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he E
conom

ic 

H
istory R

eview
 vol. Ⅷ

　

no. 3 A
pril., pp.382-396.

（
12
） 

当
時
の
ニ
コ
ル
ズ
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
は
、
矢
野　

聡
（
二
〇
一
〇
）、「
新
救
貧
法
下
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス　

─
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
・
ワ
ー
ク
ハ

ウ
ス
の
事
例
─
」、『
日
本
法
学
』、
第
七
六
巻
第
二
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
四
九
─
二
七
八
頁
、
に
詳
し
い
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ご
参
照
願
い
た
い
。

（
13
） G

. N
icolls

（1888

）, H
istory of th

e E
n

glish
 P

oor L
aw

, II, p.242.

（
14
） Ibid, p.391. 
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巻
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二
〇
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一
年
七
月
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（
二
四
）

（
15
） G

eorge N
icolls, 

（1822

）, E
ight L

etters on the M
anagem

ent of the P
oor,
（
16
） 

ベ
ン
サ
ム
の
救
貧
法
論
に
つ
い
て
は
、
矢
野　

聡
（
二
〇
〇
八
）「
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
の
救
貧
法
思
想　

─
旧
救
貧
法
か
ら
近
代
社
会

政
策
へ
─
」、『
日
本
法
学
』、
第
七
四
巻
一
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
七
─
五
三
頁　

を
参
照
願
い
た
い
。

（
17
） 
ビ
ー
チ
ャ
ー
が
い
う
、
孤
児
や
孤
老
、
伴
侶
を
亡
く
し
た
女
性
や
障
害
者
の
こ
と
で
あ
る

（
18
） R

everend J. T
. B

echer

（1828
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xem

plifyng the positive and practical good, rearized by the 

relievers and the relieved, under the frugal, beneficial, and law
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inistration of the poor law
s, prevailing at southw

ell, and 

in the neighbouring district; w
ith plans of the southw

ell w
orkhouse, and of the T

hurgarton hundred w
orkhouse; and w

ith 

instructions for book-keeping 

（
19
） R

everend J. T
. B

echer
（
一
八
三
四
）、
前
掲
書
、
同
書
は
東
京
大
学
総
合
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
20
） Ibid, p.388.

（
21
） Ibid, p.388.

（
22
） Ibid, p.388.

（
23
） 

実
際
、
一
八
一
二
年
～
一
八
三
二
年
ま
で
、
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
一
人
当
た
り
救
貧
税
の
納
付
額
は
、
全
国
平
均
よ
り
も
低
か
っ
た
。

Ibid, p.385.

（
24
） 

こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、K

. D
. M

. S
nell, P

arish
 an

d
 B

elon
gin

g C
om

m
u

n
ity, Id

en
tity an

d
 W

elfare S
tate in

 E
n

glan
d

 an
d

 

W
ales 1700-1950, C

am
bridge

を
参
考
の
こ
と

（
25
） 

例
え
ば
南
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
九
〇
の
教
区
は
、
子
供
の
数
が
四
人
以
上
の
家
族
に
つ
い
て
在
宅
の
金
銭
補
助
を
行
っ
て
い
た
。Ibid, 

p.385.

（
26
） 

プ
ラ
グ
ネ
ッ
ト
著
、
イ
ギ
リ
ス
法
研
究
会
訳
（
一
九
五
九
）、『
イ
ギ
リ
ス
法
制
史　

総
説
篇
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
八
〇
─
八
四
頁

（
27
） K

arl de S
chw

einitz

（1943

）, E
n

glan
d

’s R
oad

 to S
ocial S

ecu
rity, P

ennsylvania P
ress, P
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dition 1972
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eorge N
icholls 
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n
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on. pp.36-7
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貧
法
原
理
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形
成
過
程
に
関
す
る
研
究
（
矢
野
）

（
二
五
）

（
29
） K

arl de S
chw

einitz

（1943

）, p.1
（
30
） 

プ
ラ
グ
ネ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
コ
モ
ン
ロ
ー
の
存
在
に
よ
っ
て
従
来
あ
ら
ゆ
る
権
利
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
農
奴
の
身
分
が
自
由
労
働

者
に
な
る
と
と
も
に
、
彼
の
働
く
土
地
に
お
い
て
慣
習
上
の
財
産
権
を
確
立
し
て
い
っ
た
。
コ
モ
ン
ロ
ー
も
長
い
間
彼
ら
の
権
利
を
認
め
よ
う
と
し

な
か
っ
た
が
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一
七
世
紀
初
頭
に
な
っ
て
サ
ー
・
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
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ir E
dw

ard C
oke

）
が
謄
本
所
有
権
の
請
求
を
取
り
上
げ
て
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コ
モ

ン
ロ
ー
裁
判
所
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よ
る
保
護
を
彼
ら
に
対
し
て
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広
げ
た
。
こ
の
時
期
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エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
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重
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り
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救
貧
法
に
と
っ
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要
な
役
割

を
果
た
す
定
住
法
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成
立
に
も
関
連
す
る
の
で
あ
る
。

（
31
） 
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書
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頁
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32
） G

eorge N
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（1898

）, ibid., pp.233-238. 
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33
） 

サ
ウ
ス
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ル
・
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
事
例
に
よ
る
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析
は
、
矢
野
聡
（
二
〇
一
〇
）、「
新
救
貧
法
下
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス　

─
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
・

ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
事
例
─
」、『
日
本
法
学
』、
第
七
六
巻
第
二
号
、
日
本
法
学
会
、
二
四
九
─
二
七
八
頁
、
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
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34
） A

nthony B
rundage 

（2002
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e E
n

glish
 P

oor L
aw
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algrave, p.55.
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35
） M

ichael Q
uinn
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）（2001
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h
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en
th

am
; W

ritin
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e P

oor L
aw
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ol. I, C

larendon 

P
ress

・O
xford
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36
） L

ynn H
ollen L

ees

（1998

）, T
h

e S
olid

arities of S
tran

gers, T
h

e E
n

glish
 P

oor L
aw

s an
d

 th
e P

eople, 1700-1948, C
am

bridge 

U
niversity P

ress, pp.73-81.

（
37
） 

こ
こ
に
救
貧
法
に
関
す
る
王
立
委
員
会
の
一
八
三
四
年
の
報
告
の
う
ち
、
そ
の
原
理
に
関
す
る
部
分
を
原
文
の
ま
ま
示
す
。
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it that able-bodied persons in the receipt of out-door allow

ances and partial relief, m
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som
e cases are, placed in a condition less eligible than that of the independent labourer of the low

est class; yet to 
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persons so situated, relief in a w
ell-regulated w

orkhouse w
ould not be a hardship: and even if it be, in som

e rare cases, 

a hardship, it appears from
 the evidence that it is a hardship to w

hich the good of society requires the applicant to 

subm
it. T

he express or im
plied ground of his application is, that he is in danger of perishing from

 w
ant. R

equesting to 

be rescued from
 that danger out of the property of others, he m

ust accept assistance on the term
s, w

hatever they m
ay 

be, w
hich the com

m
on w

elfare requires. T
he bane of all pauper legislation has been the legislating for extrem

e cases. 

E
very exception, every violation of the general rule to m

eet a real case of unusual hardship, lets in a w
hole class of 

fraudulent cases, by w
hich that rule m

ust in tim
e be destroyed. W

here cases of real hardship occur, the rem
edy m

ust be 

applied by individual charity, a virtue for w
hich no system

 of com
pulsory relief can be or ought to be a substitute. 
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り
引
用
。

（
38
） K

arl P
olanyi

（1957

）, T
h

e G
reat T

ran
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ation
 –T

h
e P

olitical an
d

 E
con
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ic O

rigin
s of O

u
r T

im
e-, B

eacon P
ress.

カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ニ
ー
、
吉
沢
ほ
か
訳
（
一
九
七
五
）、『
大
転
換　

─
市
場
社
会
の
形
成
と
崩
壊
─
』、
東
洋
経
済
新
報
社

※
な
お
こ
の
論
文
は
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
に
実
施
さ
れ
た
社
会
政
策
学
会
第
一
二
一
回
大
会
（
於　

愛
媛
大
学
）
の
自
由
論
題
・
最
低
生
活

保
障
部
会
に
お
け
る
拙
者
発
表
「
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
改
革
者
た
ち
と
イ
ギ
リ
ス
新
救
貧
法
原
理　

─
ビ
ー
チ
ャ
ー
、
ニ
コ
ル
ズ
と
サ
ウ
ス

ウ
ェ
ル
・
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
─
」
の
フ
ル
ペ
ー
パ
ー
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
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